
特定地域づくり事業協同組合について

総務省 地域力創造グループ 地域自立応援課



市 町 村

特定地域づくり事業協同組合 都道府県

食
品
加
工
業
者

運

送

業

者

農

業

者

林

業

者

建

設

業

者

認定

漁

業

者

財政支援
地域づくり人材の雇用 ⇒ 所得の安定・社会保障の確保

飲
食
・
宿
泊
業
者

利用料金収入1/2

【組合運営費への財政措置】 ½市町村助成

人材 派遣

…

利用 料金

情報提供、助言、援助

特定地域づくり事業協同組合員
組合員以外

農

業

者

…

市

町

村

等

人材
派遣

利用
料金

特定地域づくり事業協同組合制度

PR動画は
こちら→

特別交付税
1/8

国費 １/４
実質的な

地方負担 1/8

○ 地域人口の急減に直面している地域において、特定地域づくり事業協同組合が域内外の若者等を雇用し、就業の機会を
提供すること等により、地域づくり人材を育成するとともに地域社会の維持・地域経済の活性化を図る。

…
助成対象経費の上限額（R8引き上げ）
・派遣職員人件費 400万円→450万円/人・年
・事務局運営費 600万円→670万円/年

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり 措置率１/２
（対象経費上限額R８引き上げ 300万円/組合→390万円/組合)

R8当初予算額 6.2億円
（R7当初予算額 5.6億円）

※内閣府予算計上

●地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出、地域の担い手を確保
●対象は、人口規模や密度等に照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
●事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
●令和７年３月に改正法が成立し、組合員以外への派遣について利用規制を緩和

（員内利用の20％まで → 関係市町村等への派遣に限り、員外利用規制の上限を員内利用の50％まで緩和）

POINTPOINT
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特定地域づくり事業協同組合制度の活用方法のイメージ

創意工夫により様々な活用が可能

4月 5～10月 11～3月

農業 飲食業 酒造業

AM PM
介護事業 こども園 小売業

or

通年
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特定地域づくり事業協同組合制度が地域にもたらす効果

地 域 内 の 雇 用 創 出

●833人の派遣職員（R6.4.1時点）の派遣先として、
計843事業者の仕事を組み合わせることで雇用を創出

地 域 貢 献
●地域内の草刈り、清掃活動等への参加
●地域のお祭り、イベント等への参加
●スポーツ教室講師、音楽活動等の地域貢献の実施 等
※音楽の専門教育を受けた若者が職員として雇用され、音楽活動を

行うことで地域社会の文化の質の向上に貢献するような事例あり

リ ス キ リ ン グ の 推 進
●組合のキャリアアップ措置等の実例

・大型特殊免許取得費用の助成（農業関係）
・草刈機等の取扱研修（林業関係）

担 い 手 不 足 の 解 消
●担い手不足の業種にも職員を派遣

担い手不足の解消
地域外の新たな視点の導入
派遣職員の直接雇用

組 合 員

地 域

地域外からの人の流れ
地域の雇用創出
派遣職員や組合の地域貢献活動
地域の活性化

キャリアアップ
リスキリング
マルチワーク
安定した給与

雇用された派遣職員

それぞれにメリット
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②地域づくり人材の確保について
特に支援を行うことが必要であると
認められる地区

①一の都道府県の区域を
越えない地区で、かつ、
自然的経済的社会的な条件から
みて一体であると認められる地区

①・②いずれの要件も満たす地区
（過疎地域等）

地区における人口規模、人口密度、事業所の数などの指標について、
例えば、都道府県内の関連する指標と比較しつつ、民間の自助努力
のみでは人材の確保が困難である実情等を考慮することで、
都道府県知事が地域の実情に応じて判断することが考えられる。

特定地域づくり事業協同組合の認定基準（地区の適合性）
人口急減地域であって、組合の活動範囲となる地区が次のいずれにも該当すること（法３条３項１号）
①一の都道府県の区域を越えない地区であって、かつ、自然的経済的社会的条件からみて一体であると認められる地区であること。
②その人口規模、人口密度及び事業所の数並びに経済的社会的状況に照らし、地域づくり人材の確保について特に支援を行うことが必要であると

認められる地区であること。

想定される地区の単位
●市町村単位 ●平成の合併前の旧市町村単位 ●複数の市町村又は旧市町村単位
※一つの市町村に複数の組合（旧市町村単位等）を設立することも可能
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特定地域づくり事業協同組合の認定基準（就業条件への配慮）

一定の給与水準を確保 教育訓練、職員相談の体制整備社会保険・労働保険に加入

所得が保障される 地域と関わりながら
キャリアアップできる年金が支給される

組合で働く
職員のメリット

地区内の他の事業者の
正規職員の給与等の水準
を踏まえ一定の水準を確保

組合の職員は
健康保険・厚生年金保険に

加入

派遣労働者の
キャリア形成のための

段階的・体系的な教育訓練

移住・定住の足がかりへ地域外の
若者等

地域づくり人材の確保

地域内の
若者等

※同一労働同一賃金に留意が必要
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特定地域づくり事業協同組合 認定状況
組合数 141組合（41道府県144市町村）

【北海道】
名寄市 石狩市 知内町 ニセコ町
下川町 初山別村 中頓別町 新得町 北竜町

【岩手県】
葛巻町
大槌町
岩泉町

【福島県】
喜多方市 只見町
西会津町 磐梯町
柳津町・三島町・昭和村
金山町 会津美里町
鮫川村 楢葉町

【石川県】
小松市
珠洲市
穴水町

【佐賀県】
唐津市
武雄市
小城市
上峰町

【宮崎県】
日南市 都農町
諸塚村 椎葉村
五ヶ瀬町 門川町

【栃木県】
茂木町

【沖縄県】
伊平屋村

※R8.４.１現在（交付決定ベース）

【岐阜県】
白川町
白川村

【岡山県】
新庄村
西粟倉村

【京都府】
綾部市
京丹後市

【広島県】
東広島市
安芸太田町
神石高原町

【⾧崎県】
平戸市 五島市
対馬市
新上五島町
壱岐市 雲仙市

【奈良県】
明日香村
川上村

【鳥取県】
若桜町
智頭町
日野町

【⾧野県】
生坂村 小谷村
信濃町 飯綱町

【熊本県】
山鹿市 宇城市
天草市 五木村
あさぎり町 山都町
苓北町

【兵庫県】
丹波篠山市
淡路市
香美町 【秋田県】

東成瀬村

【三重県】
松阪市
大紀町

【宮城県】
気仙沼市
蔵王町

【群馬県】
上野村 中之条町
みなかみ町

【愛知県】
設楽町

【静岡県】
島田市
川根本町

【茨城県】
かすみがうら市

【山口県】
下関市
山口市
萩市

【高知県】
四万十市 東洋町
安田町 馬路村
土佐町

【鹿児島県】
枕崎市 阿久根市
西之表市 奄美市
錦江町
和泊町・知名町
中種子町 南種子町
喜界町 伊仙町
与論町

【島根県】
松江市 浜田市(2)
益田市 大田市
安来市 雲南市
奥出雲町 飯南町
邑南町 津和野町
海士町 西ノ島町
知夫村 隠岐の島町
吉賀町

【徳島県】
三好市
勝浦町
上勝町

【山梨県】
早川町
丹波山村

【愛媛県】
松野町

【和歌山県】
かつらぎ町

【埼玉県】
小鹿野町

【青森県】
鰺ヶ沢町
南部町

【香川県】
土庄町・小豆島町

【大分県】
佐伯市
津久見市

【山形県】
川西町 小国町 白鷹町

【富山県】
南砺市

【新潟県】
十日町市
村上市
妙高市
上越市
佐渡市
阿賀町

【福井県】
若狭町
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１８８市町村

認定済み １４０市町村

活用意向あり
令和７年度中認定見込 ３市町村
令和８年度中認定見込 ３３市町村
令和９年度中認定見込 １２市町村

２４２市町村検討中
４３０市町村計

特定地域づくり事業協同組合の現状について

10歳代
8人(1%)

20歳代
267人
(32%)

30歳代
211人
(25%)

40歳代
168人
(20%)

50歳代
126人
(15%)

60歳代以上
53人(7%)

●派遣職員の年代比

約６割の職員が
１０代・２０代・３０代

219人(26%)
他の都道府県
から移住

424人（51%）

都道府県内の
他の市町村から移住

市町村内に
以前から居住

転居を伴わずに
市町村外から通勤
87人(10%)

103人
（12%）

組合員企業に
直接雇用
103人
(29%)

市町村内の組合員
以外の企業に

就職・起業等（※）
87人（25%）

所在不明
46人

（13%）

組合が所在する
市町村外に転居

116人
（33%）

※就職はしていないが
市町村内に居住している人を含む。

派遣職員の約６割が
地域外からの移住者

●派遣職員の居住状況 ●派遣職員の退職後の動向

これまでの退職者のうち約半数が組合
の所在する市町村でそのまま定住

●令和７年12月１日時点の制度活用意向調査（対象:１,７１８市町村）

・57人はUターン者
・35人は地域おこし協力隊の経験者

●組合数の推移

令和７年４月１日までに採用された派遣職員の総数は、８３３人

組合数は、今後も増加が見込まれる

2

28

66

92
106

136

0
20
40
60
80

100
120
140

R2.12 R3.12 R4.12 R5.12 R6.12 R7.12 8



特別交付税措置（組合設立年度のみ）

・組合への設立支援に関して、市町村が行う単独事業の実施に要する経費

①設立時の財産的基礎形成への支援（寄付金等）②設立準備への支援（調査、登記、施設改装、設備、アドバイザー等）

・対象経費上限額 300万円 → 390万円/組合 （措置率１／２）

２ . 組 合 設 立 に 対 す る 財 政 支 援

特定地域づくり事業協同組合制度の令和８年度の見直しについて
（補助対象経費の上限額等の引き上げ）

1 . 組 合 運 営 費 に 対 す る 財 政 支 援

実質的な地方負担
1/8

特別交付税
1/8

特定地域づくり事業推進交付金
1/4

国庫補助
・組合運営費の1/2の範囲内で公費支援（国1/2、市町村1/2）

特別交付税措置
・特定地域づくり事業推進交付金に係る事業の実施に伴って負担する経費 （措置率1/2）

組 合

市町村

派遣先からの利用料収入
1/2

市町村からの助成
1/2

特定地域づくり事業
派遣職員人件費 （400万円 → 450万円／人）
事務局運営費 （600万円 → 670万円／組合）

支出

収入

○人件費の上昇を踏まえ、組合の運営や設立に係る補助対象経費等の上限額を引き上げ
１．運営経費に係る補助対象経費

派遣職員人件費:４００万円 → ４５０万円／人 事務局運営費:６００万円 → ６７０万円／組合

２．設立経費に係る特別交付税措置の対象経費
３００万円 →３９０万円／組合
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１ 市町村等への派遣に係る員外利用規制の緩和（令和７年７月１日施行）

市町村と組合のニーズの一致

✓ 市町村…直営施設(スキー場など)やイベント時期などの人手不足

✓ 組 合…閑散期(農閑期など)の派遣先確保による雇用増

しかし、市町村への派遣には制約あり(中小企業等協同組合法)

✓ 市町村は組合員になることができない

✓ 組合員以外の利用(員外利用)は員内利用の20％まで

組合･市町村から、市町村への員外派遣について、規制緩和の要望

市町村等への派遣に限り、員外利用規制を員内利用の50％まで緩和

弾力的な予算対応のため、内閣府で予算確保等の事務を行う仕組み(令和７年３月31日まで)

今後も組合数の増加が見込まれるため、引き続き弾力的な予算対応が必要

内閣府の事務の期限を５年延⾧（令和12年３月31日まで）

現
行

市
町
村
等
の
特
例

員内利用
員外利用

＜イメージ＞
※12月～３月が閑散期の場合

員内利用の50％

閑散期
12月～３月

員内利用

４月～11月

派遣先確保に苦労

員外利用

員内利用の20％

特定地域づくり事業推進法の一部改正の概要

２ 内閣府の事務の期限延⾧（令和７年３月31日施行）
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特定地域づくり事業協同組合制度のPR動画について

制度編では、制度概要を紹介しています
・新たに担当になった方
・組合を管轄する市町村職員の方
・実際に組合として活動している方
・組合を立ち上げる事業者の方

にぜひご覧いただきたい内容になっています。

組合編では、実際の組合の方、事業者の方、
派遣職員の方の生の声をお届けしています!

総務省では、特定地域づくり協同組合制度の
PR動画を作成しました。
総務省WEBサイトで公開中です。
制度についての詳しい説明も掲載しています。
ぜひご覧ください!

PR動画・制度概要はこちらから!
事業者の方にも是非周知をお願いします。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei
/c-gyousei/tokutei_chiiki-dukuri-jigyou.html
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